
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
受
領

答

弁

第

三

二

号

内
閣
衆
質
一
八
五
第
三
二
号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
消
費
税
増
税
分
の
社
会
保
障
充
実
へ
の
配
分
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
消
費
税
増
税
分
の
社
会
保
障
充
実
へ
の
配
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
及
び
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た

め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
以
下
「
税
制
抜
本

改
革
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
増

加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の
収
入
の
合
計
額
は
、
現
時
点
で
一
定
の
仮
定
の
下
で
試
算
す
れ
ば
、
平
成
二
十

九
年
度
に
お
い
て
十
四
兆
円
程
度
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
二
割
程
度
の
二
・
八
兆
円
程
度
を
御
指
摘
の
社
会
保

障
の
充
実
に
向
け
る
予
定
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

税
制
抜
本
改
革
法
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
増
加

す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の
収
入
の
合
計
額
は
、
現
時
点
で
一
定
の
仮
定
の
下
で
試
算
す
れ
ば
、
平
成
二
十
七

年
度
に
お
い
て
八
兆
円
程
度
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
二
割
弱
の
一
・
三
五
兆
円
程
度
を
御
指
摘
の
社
会
保
障
の

一



充
実
に
向
け
る
予
定
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

二
の
場
合
に
お
い
て
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の
収
入
の
合
計
額
の
う
ち
社
会
保
障
の
充
実
に
向
け
る

金
額
の
割
合
は
、
一
の
場
合
に
お
い
て
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の
収
入
の
合
計
額
の
う
ち
社
会
保
障
の

充
実
に
向
け
る
金
額
の
割
合
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
の
う

ち
三
兆
円
程
度
が
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
二
分
の
一
へ
の
引
上
げ
に
要
す
る
費
用
並
び
に
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源

の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す

る
年
金
特
例
公
債
に
つ
い
て
の
償
還
及
び
利
子
の
支
払
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
費

用
に
充
て
ら
れ
る
三
兆
円
程
度
を
除
い
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の

収
入
の
合
計
額
の
う
ち
社
会
保
障
の
充
実
に
向
け
ら
れ
る
金
額
の
割
合
を
計
算
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
様
の
割
合
と
な
る
。

二


